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主要諸外国の自動車関係諸税及び石油関係諸税の使途等(未定稿)
(2006年 1月 現在)

24

税 目 使途 経緯

アメリカ

自動車関係 0製 造者消費税
(高燃費車に係る税)

一般財源 1956年に当時の自nt車関係課税収入、石油関係課税収入を特定財源化.

1990年:2月から1007年9月の間、揮発油、軽油、LPG等 に係る税収の一部を一般財

源に充当。アルコールとガソリンの混合燃料に係る税については2004年9月まで税収

の一部を一般財源に尭当。

1000年に石油関係諸税の一部が一般財源化された理由は以下の通り。

O財 政赤字の削減のため

0製 造者消費税
(タイヤに係る税)

道路特定財源

0小 売消費税
(トラツク、トレーラーにga“る税)

0-般 道路自動車利用税

石油関係 0製 造者消費税
(揮発油、軽油等に課税)

道路特定財源
(航空機燃料等
を除く)OJヽ 売消費積

(軽油、LPG等に課税)

イギリス

自動車関係 0自 動車税 一般財源 1900年に自動車関係諸税、石油関係諸税を道路特定財源として創設.

1920年代頃に石油関係課税収入を一般財源化.
1037年に自動車課税収入を一般財源化.その理由は以下の通り.

〇 道路基金の税収が道路歳出を大幅に上回り、道路基金の留保額が増大したた

め。
(1937年以降iま、一般財源から必要額のみが遭路基金に繰り入れられるように

なり、道路基金は道路予算を管理するだけの特別会計となつた。なお、道路基金

は1955年に廃止された。)

石油関係 0炭 化水素油税

ドイツ

自動車関係 0自 動車税 (州税) 一般財源 ・19554に当時の運送税,自動車税、鉱油税(…部)を特定財源化.

・1860年に運送税、自動車税を一般財源{ヒし、鉱油税を暫定的に全観特定財源化.
01903年以降鉱油税の―部を一般財源化し,その後一般財源の割合は順次拡大。

'1903年の一般財源化の理由は以下の通り.

0景 気後退と軍事費及び社会保障費の増大により財政難に陥つたため.
(備考)運送税は1908年の付加価値税導入時に廃止された.

石油関係 0鉱 油税 一部(2到弱)が
道路特定財源

フランス

自動車関係 一般財源 1951年に当時の石油産品内国消費税(一部)を特定財源化.

1051年から1980年まで、各年の予算法により規定された割合を道路投資特別基金に

操入れ。

1981年に石油産品内日消費税を一般財源化.その理由は以下の通り。

O歳 入に応じて歳出を決めるという基金本来の趣旨を離れ、歳出に応じて歳入を

決められるといつた状況であつたため,
0道 路予算が一般会計及び基金の両方から支出され、複雑になつていたため。

O特 定財源は予算の総合性を乱すため。

0

0自 動車税 (地方税)

0自 動車登録税(地方税〕

石油関係 0石 油産品内口消費税
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